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◎
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新

旧

対

照

条

文

○
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
新
旧
対
照
表

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
支
給
認
定
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
）

（
支
給
認
定
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
九
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
支
給
認
定
（

第
二
十
九
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
支
給
認
定
（

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
障
害
者
等
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
等
を
い
う
。
以

る
障
害
者
等
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
当
該
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省

下
同
じ
。
）
及
び
当
該
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

指
定
自
立
支
援
医
療
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医

指
定
自
立
支
援
医
療
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医

療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医

療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医

療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の

療
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
す
る
。
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
二
項

含
む
も
の
と
す
る
。
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
二
項

、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十

、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十

二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
十
三
万
五
千
円
未
満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
当
該
支
給
認
定
障
害

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
当
該
支
給
認
定
障
害
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者
等
の
家
計
に
与
え
る
影
響
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

者
等
の
家
計
に
与
え
る
影
響
、
障
害
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
政

令
で
定
め
る
額
（
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）

令
で
定
め
る
額
（
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
「
負
担
上
限
月
額
」
と
い
う
。
）

は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
の
種

は
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
の
種

類
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

類
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
高
額
治
療
継
続
者
で
あ
っ
て
、
当
該

二

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
高
額
治
療
継
続
者
で
あ
っ
て
、
当
該

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
指
定
自

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
指
定
自

立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た

立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た

月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
三
万
三
千
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
万
円
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給

支
給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

認
定
障
害
者
等
（
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

五
千

五
千
円

円

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
政
令
で
定
め
る
者
等
）

（
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
政
令
で
定
め
る
者
等
）

第
四
十
三
条
の
二

（
略
）

第
四
十
三
条
の
二

（
略
）

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項
の
申
請

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
項
の
申
請

に
係
る
障
害
者
等
及
び
そ
の
属
す
る
他
の
世
帯
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
に
つ

に
係
る
障
害
者
等
及
び
そ
の
属
す
る
他
の
世
帯
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
に
つ

い
て
、
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
補
装
具
の
購

い
て
、
補
装
具
の
購
入
又
は
修
理
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
補
装
具
の
購

入
又
は
修
理
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度

入
又
は
修
理
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度

）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
額
が
四
十
六
万
円
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
額
が
五
十
万
円
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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附

則

附

則

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
及
び
高
額
障
害
福
祉
サ

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
負
担
上
限
月
額
及
び
高
額
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
費
算
定
基
準
額
の
経
過
措
置
）

ー
ビ
ス
費
算
定
基
準
額
の
経
過
措
置
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

２

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
支
給
決
定
障
害
者
等

十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障
害
者
等
（
支
給
決
定
障
害
者
等

及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
つ
い
て
指
定
障

及
び
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
つ
い
て
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の

等
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
が
十
六
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
限

号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
が
十
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る

る
。
）
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定

。
）
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
支
給
決
定
障

障
害
者
等
の
う
ち
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
入
所
者
等
以
外
の
者
で
あ
っ
て

害
者
等
の
う
ち
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
入
所
者
等
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

、
そ
の
所
有
す
る
現
金
、
預
貯
金
等
及
び
郵
便
貯
金
の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る

そ
の
所
有
す
る
現
金
、
預
貯
金
等
及
び
郵
便
貯
金
の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る
こ

こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
負
担
上
限

と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
負
担
上
限
月

月
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
七
千
二
百
円

額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
七
千
二
百
円
」

」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
三
万
七
千
二
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
支
給
決
定
障
害

と
あ
る
の
は
「
零
以
上
三
万
七
千
二
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
支
給
決
定
障
害
者

者
等
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

等
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

定
し
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以

し
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上

上
二
万
四
千
六
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
支
給
決
定
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
を

二
万
四
千
六
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
支
給
決
定
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
を
勘

勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同
項

案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同
項
第

第
三
号
中
「
一
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
一
万
五
千
円
以
下
の
範
囲

三
号
中
「
一
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
一
万
五
千
円
以
下
の
範
囲
内

内
で
支
給
決
定
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

で
支
給
決
定
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
支
給
認
定
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
の
経
過
的
特
例
）

（
支
給
認
定
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
の
経
過
的
特
例
）
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第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
九
条
に

第
十
二
条

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
二
十
九
条
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
支
給

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
支
給

認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
指
定
自
立
支
援

認
定
に
係
る
障
害
者
等
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
指
定
自
立
支
援

医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月

医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合

る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合

算
し
た
額
が
二
十
三
万
五
千
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る

算
し
た
額
が
二
十
万
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者

障
害
者
等
が
高
額
治
療
継
続
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

等
が
高
額
治
療
継
続
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
の
経
過
的
特
例
）

（
指
定
自
立
支
援
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
の
経
過
的
特
例
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

育
成
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
は
、
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

２

育
成
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
は
、
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
、

二

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
、

指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の

指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の

あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地

あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
十
三
万
五
千
円
未
満
で
あ
っ
て
、
当

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
十
万
円
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
支
給

該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
が
高
額
治
療
継
続
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合

認
定
に
係
る
障
害
児
が
高
額
治
療
継
続
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け

に
お
け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四

る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

四
万
二
百

万
二
百
円

円

三

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
、

三

そ
の
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
及
び
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
に
つ
い
て
、

指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の

指
定
自
立
支
援
医
療
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
自
立
支
援
医
療
の

あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地

あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
三
万
三
千
円
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
支

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
算
し
た
額
が
二
万
円
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
支
給
認

給
認
定
に
係
る
障
害
児
が
高
額
治
療
継
続
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

定
に
係
る
障
害
児
が
高
額
治
療
継
続
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

け
る
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等

一
万
円

当
該
支
給
認
定
障
害
者
等

一
万
円
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○
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
新
旧
対
照
表

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
五
十
条
の
六

（
略
）

第
五
十
条
の
六

（
略
）

②

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

②

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
（
施
設
給
付

二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
（
施
設
給
付

決
定
保
護
者
及
び
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に

決
定
保
護
者
及
び
当
該
施
設
給
付
決
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に

つ
い
て
指
定
施
設
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
施
設
支
援
の
あ
つ

つ
い
て
指
定
施
設
支
援
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
指
定
施
設
支
援
の
あ
つ

た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

た
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
）

の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二

の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二

十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
額
を
合
算
し
た
額
が

十
八
条
の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
額
を
合
算
し
た
額
が

十
六
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二

十
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号

号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
う
ち
、
二
十
歳
以
上

若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
う
ち
、
二
十
歳
以
上
入

入
所
加
齢
児
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
所
有
す
る
現
金
、
預
貯
金
等
及
び
郵

所
加
齢
児
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
所
有
す
る
現
金
、
預
貯
金
等
及
び
郵
便

便
貯
金
の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要

貯
金
の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

件
に
該
当
す
る
も
の
の
障
害
児
施
設
給
付
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
は
、
同
条

に
該
当
す
る
も
の
の
障
害
児
施
設
給
付
費
に
係
る
負
担
上
限
月
額
は
、
同
条
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
七
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
七
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は
「

「
零
以
上
三
万
七
千
二
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
所
得

零
以
上
三
万
七
千
二
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
所
得
の

の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」

状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と

と
、
同
項
第
二
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
二
万
四
千

、
同
項
第
二
号
中
「
二
万
四
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
二
万
四
千
六

六
百
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て

百
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設
給
付
決
定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同
項
第
三
号
中

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「

「
一
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
一
万
五
千
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設

一
万
五
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
零
以
上
一
万
五
千
円
以
下
の
範
囲
内
で
施
設
給

給
付
決
定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

付
決
定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
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ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
す
る
。

に
よ
り
算
定
し
た
額
」
と
す
る
。

③
～
⑥

（
略
）

③
～
⑥

（
略
）


